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○

各施設保全計画の調整
長寿命化等の検討

建築住宅課(建築担当)
建築指導課(審査担当)
防災課(防災担当)

教育総務課(施設管理担当)
生涯学習課(生涯学習担当)
その他施設所管課

シンボル事業②調整ＷＧ

○

施設保全調整ＷＧ

市民自治振興課
(市民活動支援担当)
こども育成課
（こども育成担当)
高齢介護課

(在宅高齢者支援担当)
財産管理課(財産管理担当)
生涯学習課(生涯学習担当)

公民館担当
(機能補完対象公民館)

地域福祉課(地域福祉担当)
戸籍住民課(総合窓口担当)

情報システム課
(情報システム担当)
企画課(企画政策担当)

左左左左にににに掲掲掲掲げるげるげるげるプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームのほかのほかのほかのほか
公共施設公共施設公共施設公共施設のののの再配置計画再配置計画再配置計画再配置計画のののの推進推進推進推進にににに関関関関するするするする

プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームをををを随時設置随時設置随時設置随時設置

義務教育施設と
地域施設の複合化

財務部長
くらし安心部長
福祉部長

こども健康部長
教育部長

○

○○

○
○

○

○

○

○

○
○○

○
○

○ ○ ○
○○

○

○
○
○

○
○

○

財政課(財政担当)
企画課(企画政策担当)

行政経営課(行政経営担当)
人事課(人材育成担当）
財産管理課(財産管理担当)
教育総務課(庶務担当)
保育課(保育こども園担当)
生涯学習課(生涯学習担当)

スポーツ振興課
(スポーツ振興担当)

｢ヒト･モノ･カネ｣調整ＷＧ

財源・人員等の調整
受益者負担・基金の検討

福祉施設等の
公民連携による

サービス充実・民営化

シンボル事業④調整ＷＧ

○

ひまわり 幼保

障害福祉課(自立支援担当)
財産管理課(財産管理担当)
教育総務課(庶務担当)
保育課(保育こども園担当)
行政経営課(行政経営担当)

実
行
年
度

H23
H24
H25
H26
H27

保健福祉センター
への郵便局誘致と

証明書発行業務の開始

進行調査委員会進行調査委員会進行調査委員会進行調査委員会
（事務局：行政経営課）

外部委員による進行状況評価

調査

（報告・連絡調整）

シンボル事業③
推進ＰＴ

秦野市公共施設再配置計画推進会議秦野市公共施設再配置計画推進会議秦野市公共施設再配置計画推進会議秦野市公共施設再配置計画推進会議

総括責任者総括責任者総括責任者総括責任者：：：：政策部担任副市長政策部担任副市長政策部担任副市長政策部担任副市長
((((事務局事務局事務局事務局::::公共施設再配置推進課公共施設再配置推進課公共施設再配置推進課公共施設再配置推進課))))

各事業の内容は、下記メンバーの中から構成員を選任したプロジェクトチームを設けて協議
市長室長・財務部長・くらし安心部長・危機管理対策専任参事・福祉部長
こども健康部長・環境産業部長・建設部長・都市部長・消防長・教育部長

シンボル事業①
推進ＰＴ

シンボル事業③調整ＷＧ

児童館等の移譲と
開放型自治会館への

転換支援

本　部　会
《構成員》

副市長・教育長・政策部長・市長室長・財務部長
（事業内容は、ＰＴメンバーの出席を得た本部会で決定）

秦野市行財政改善推進委員会
(事務局：行政経営課)

調査

プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
チ
ー
ム

(

Ｐ
Ｔ

)

財務部長
こども健康部長
建設部長
教育部長
消防長

くらし安心部長
福祉部長

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

(

Ｗ
Ｇ

)

グ
ル
ー
プ
リ
ー
ダ
ー
・
公
共
施
設
再
配
置
推
進
課
長

西中学校体育館と
西公民館の複合化

シンボル事業①調整ＷＧ

教育総務課(施設管理担当)
生涯学習課(生涯学習担当）
公民館担当(西公民館)
スポーツ振興課
(スポーツ振興担当)
建築住宅課(建築担当)
契約課(契約担当)

財産管理課(財産管理担当)
消防総務課(庶務担当)

　　秦野市公共施設再配置計画推進体制体系図

シンボル事業④
推進ＰＴ

公民連携による
サービス充実

財務部長
福祉部長

こども健康部長
教育部長

シンボル事業②
推進ＰＴ

公共的機関の
ネットワーク活用

小規模地域施設の
移譲と開放

平成２３年１０月１９日　公共施設再配置推進課作成

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
・
政
策
部
長

「幼稚園のあり方検討会」と連携
（教育総務課が設置済。公共施設再配置推
進課、行政経営課も構成員）

有識者による検討会議（未定）
との連携も視野

「公共施設保全整備等に関する調整
会議」を廃止し、WGに一元化



第１回シンボル事業①調整ＷＧ配付資料１

秦野市公共施設再配置計画推進会議規則

（趣旨）
第１条　この規則は、現在の公共施設の在り方を見直すとともに、将来にわたり必要性の高い機能を有する公共施設を適所に配置するための指針である秦野市公共施設再配置計画（以下「計画」という。）を実
現するため、市長の命を受けて、計画に定める事業の実施に関する事項を協議し、及び計画の適正かつ円滑な推進を図るための組織として秦野市公共施設再配置計画推進会議（以下「推進会議」という。）を設
置することについて必要な事項を定める。
（組織）
第２条　推進会議は、本部会、プロジェクトチーム及びワーキンググループで構成する。
２　推進会議の総括責任者は、政策部を担任する副市長とする。
　（本部会）
第３条　本部会は、プロジェクトチームが協議した事業内容その他の計画に定める事業内容に関する事項について審議する。
２　本部会は、両副市長、教育長、政策部長、市長室長及び財務部長並びに協議事項に関連する部等の長により構成する。
　（プロジェクトチーム）
第４条　プロジェクトチームは、総括責任者が必要の都度設置するものとする。
２　プロジェクトチームの所掌事項は、計画推進のために協議又は立案の必要があると総括責任者が認めるものとし、その構成員は、次項に定める者のほか、総括責任者が設置の都度定める。
３　プロジェクトチームにチームリーダーを置き、政策部長をもって充てる。
４　チームリーダーは、必要があると認めるときは、プロジェクトチームの会議に、その構成員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
（ワーキンググループ）
第５条　ワーキンググループは、プロジェクトチームを補佐し、又は計画の推進に必要となる事業の事前調査等を行うために、総括責任者が必要の都度設置するものとする。
２　ワーキンググループの構成員は、次項に定める者のほか、総括責任者が指定する課等において、その長が指名する者とする。
３　ワーキンググループにグループリーダーを置き、公共施設再配置推進主管課長をもって充てる。
４　グループリーダーは、必要があると認めるときは、ワーキンググループが行う事前調査等に、その構成員以外の職員の参加を求め、説明又は意見を聴くことができる。
（会議）
第６条　本部会、プロジェクトチーム及びワーキンググループは、それぞれ総括責任者、チームリーダー及びグループリーダーが必要の都度招集する。
（庶務）
第７条　推進会議の庶務は、公共施設再配置推進主管課において処理する。
（委任）
第８条　この規則に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、総括責任者が定める。

附　則
　（施行期日）
１　この規則は、平成２３年６月１日から施行する。
　（秦野市行財政改善推進委員会規則の一部改正）
２　秦野市行財政改善推進委員会規則（平成１５年秦野市規則第６号）の一部を次のように改正する。
　　第３条中「設置及び」を削る。
　　第４条中「副市長」を「両副市長」に改める。


